
 

大地震が発生した場合の対応  保存版          白浜養護学校 

 

☆藤沢市に震度５弱以上の大地震が発生した場合の学校の行動表です。 
① 下記の表に従って、保護者の方も対応して下さいますよう、よろしくお願いいたします。 

② 事態発生時は、児童生徒の安全を最優先に、保護者とも可能な限り連絡を取り合うように対応します。 

③ 事態発生時の通信の状況により、電話だけでなく、連絡メールや学校 HP、災害伝言ダイヤル（171）に 

より、児童生徒の待機状況や引き渡しについて発信するように努めます。 

④ 居住地域の「避難施設」や「福祉避難所」を確認しておいてください。 

（「福祉避難所」は地域の市民センターや公民館になります。） 
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☆地震に伴い「津波警報」または「大津波警報」が発令された場合 

（☆大地震に関する情報が入った場合） 
・地震に伴い津波予報区「相模湾・三浦半島」に津波警報、大津波警報が発令された場合は、上記と同様の 

対応を取ります。保護者への引き渡しは、原則として警報が解除されてから開始します。 

・校内で学校防災対策本部を設置し、テレビやラジオ、インターネット等で情報収集を行います。 

・原則として授業は継続しますが、情報内容によっては上記の対応をとります。 

   ・緊急性を要する情報が入った場合は教職員に周知するとともに、必要に応じて放送等を活用し、児童生徒へ 

伝えます。 

 

スクールバス利用児童生徒 自力通学児童生徒 

(徒歩・公共交通機関利用) 

 

 

保護者送迎の児童生徒 

近くの安全な場所に停車しま 

す。既に乗車している児童生 

徒は車内での待機、未乗車の 

場合は帰宅することを基本と 

します。学校からの連絡メ－ 

ル等で、引き渡し場所や対応 

等について、可能な限り配信 

いたしますので、ご確認下さ 

い。 

※災害伝言ダイヤル(１７１)

で運行状況を確認できる場

合があります。 

 

 

児童生徒の登下校行程ポイント

地点における通過時刻を、あら

かじめ把握しておき、事態発生

の際は、ポイント地点に速やか

に向かってください。 

 

すでに登校している場合には、

次の授業中の場合「校内での活

動」に従って動きます。 

 

登校：居住地域の状況に

より保護者の判断

を優先します。 

下校：保護者の迎えを待 

   って下校します。 

 

すでに登校している場合

には、次の授業中の場合

「校内での活動」に従っ

て動きます。 

 

 

 

 

 

 

児童生徒は状況により、本校「アリーナ」に避難します。 

児童生徒の安全を最優先に、今後の行動について検討し、可能な限り情報を発信します。 

緊急時の連絡先を、登校する日の連絡帳に記入し、確実に担任まで伝わるようにしてください。 

保護者の迎えにて下校または避難します。 

※児童生徒を引き取りに来てください。水筒や衣類などを持参してください。 

近距離 遠距離（校外学習/校外宿泊など） 

現地避難し、状況により学校に戻ります。 現地待機、避難します。 

学校または現地の災害対策本部の指示に従って行動します。 

安全な場所にて保護者の引き取りを待ちます。保護者に待機状況や引き渡し情報を発信します。 

、 

保護者への引渡しは、

津波警報が解除されて

から開始します。 


